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はじめに 

 
東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）では、首都圏～中京圏～近畿圏を結び日本の

大動脈輸送を担う東海道新幹線における将来の経年劣化や大規模災害に対する

抜本的な備えとして、平成２６年１０月に全国新幹線鉄道整備法に基づく工事

実施計画の認可を受け、中央新幹線の建設を進めています。 
 
建設の推進にあたっては安全の確保、環境の保全、そして地域との連携を重視し、

取組んでいるところです。 
 
中央新幹線南アルプストンネル（静岡工区）の工事に関しては、大井川の水資源

利用に与える影響の回避・低減を進めていくことが非常に重要であり、これまで

静岡県とＪＲ東海との間で議論等を進めてまいりました。 
 
その後、議論の内容を科学的・工学的に検証し、今後の工事に対する具体的な指

導を行っていくためとして、令和２年４月２７日に、国土交通省において「リニ

ア中央新幹線静岡工区 有識者会議」（以下、「有識者会議」と称する。）が設置

されました。 
 
有識者会議においては、委員の皆様に幅広い観点から議論をしていただき、数多

くの専門的なご意見、ご指導をいただきました。 
 
本資料は、こうしたご意見、ご指導を反映し、検討を進めてきた大井川水資源利

用への影響の回避・低減に向けた取組みについて、利水者や流域市町の皆様にわ

かりやすくご説明させていただくことを念頭に、取りまとめたものです。 
 
今後、こうした取組みについて、利水者や流域市町の皆様に丁寧に説明し、ご懸

念を払拭して頂けるよう、努めてまいります。 
 
取組みの内容につきましても、利水者や流域市町の皆様からのご要望や、説明で

不足している部分があれば考慮し、引き続き改善を図ってまいります。 
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